
「人勧体制打破・労働基本権回復をめさして
」(案)

は じ め に … 何故、いま提起するのか

人勧体制打破 ・労働基本権 回復 の課題 は、公務 員労働組合のなが きにわたる運動課題 と されな

が らも、これまで本格的 なたたかいを組織化 す るにい たっていな い。

反動攻勢 の強 ま りとそれに屈服 した労働戦線 の右傾化 ・右翼再編成の過程 以降、 この課題 では

全体 と しての運動 の停滞局面 さえ生 じて きた。

今 日、行 き詰 まった 「自民党政治」 は、その打 開 を自治体の反動的再編成や公務 員(制 度)へ

の攻撃 を焦点の一つ と している。 こう した情 勢 は、人勧体制打破 ・労働基本権 回復 の課題 を正面

か ら取 り上 げてたたかう ことの必要性 を明 らかに してい る。

自治労連 は、昨年 の第9回 大会方針 にと もとづ き 「労働基本権回復検討委員会」 を設置 し、人

勧体制打破 ・労働基本権 回復 をめ さす基本 路線 ・政策の確立の ため検討 をすすめて、 ここに 「討

議素案」 をまとめた。

本 「討議素案」 は、 これまでの経験 と教 訓 を踏 まえたもの であるが、今後の旺盛 な組織討議 に

よって、一層正確 で確 固と した方針 ・政策 の確立 をめ ざす とともに、職場か ら 「人勧体制打破 ・

労働基本権 回復」 の壮大 な共 同の基盤確立 を 目標 に提起 したもの である。

いま何故 、「人勧体制打破 ・労働基 本権 回復」 かの問題意識 は以下の点 にあ る。

1.本 格的な賃金 ・権利闘争へのエネルギーの新たな蓄積

自治体労働者 の生活 は、臨調 「行革」路線 とその もとでの人勧体制の反動的再編 に ともなって

著 しく悪化 し、耐え難 い状態 にある。

自治労連家計簿調査 に よると、組 合員 の世帯収入 は生活実態 を無視 した人事院勧 告制 度の もと

で、対前年度比 マ イナス0・8%と な り、預 貯金 をと り崩 して、辛 ろう じて生計 を維持 してい る状

況 におかれている。

「権利実態調査」 によると、労働基 本権 を奪 われ た自治体労働者の職場 は、地方 自治体 にお け

る日本共産党 を除 く 「総与党 化 ・翼 賛」 体制 と大企業奉仕 のゼネ コン型行政へ の変質 、その もと

での住民生活 関連予算 の削減 と人員 ・定数削減 ともあいまって、長時間労働 と心身の健康破壊 、
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「在職死亡」などが多発 している。また上意下達と管理強化による人権侵害や不当労働行為の頻

発が職場を荒廃 させ、自治体労働者の誇りと尊厳を傷つけている。

こうした生活と職場の実態は、「人間らしく生き、働 きたい」 という自治体労働者との矛盾 を

拡大 し、要求実現への新たなエネルギーを蓄積 させてお り、本格的な賃金 ・権利闘争の強化の必

要性と重要性を高めている。

2.賃 金 ・権利抑圧の機構 ・体制 として人勧制度 ・体制の

本質がいっそう顕在化

政府 ・人事院は、人事院勧告制度 を 「民間準拠論」 に綴小化 し、「管理春闘」の超低額相場や

民間大企業の労務管理手法を一方的に強制 し、これに反対する労働組合のたたかいには弾圧と団

体交渉の拒否 を、人勧を上回った自治体には財政制裁などの報復措置をとってきた。

人勧体制は労働基本権の剥奪と一体 となって、臨調 「行革」路線のもとで自治体労働者の低賃

金と賃金決定サイクルの分断をもたらし、くわえて労働者的 ・市民的権利の制限 ・否定とも連動

した服務規程による当局への隷属をも強要するものとなっている。

ここ数年の人勧制度による給料表 ・調整手当改悪、一時金削減 ・差別支給制度の導入、高級官

僚優遇の給与体系の強化などは、「人勧完全実施」によって一層、給与 ・人事制度の改悪が促進

されてきたことを指摘できる。

また人勧制度を利用 した政府 ・自治省の行財政制度での 「指導」の名による自治体への干渉 ・

介入の強化など、人勧体制が地方統制 ・地方自治破壊の役割をになっていることを重視 しなけれ

ばな らない。

「人勧完全実施」は、もはや自治体労働者の要求を実現する運動の概念とはなりえない。

人勧体制と自治体労働者との矛盾、地方自治との矛盾を真正面か ら見据え、これを打破するた

たかいが重要である。

3.「 管理春闘」 を打破 し、真に 「官民一体」の国民春闘を

発展 させる政策的 ・運動的中心課題

「管理春 闘」 は、独 占大企業8社 懇 を軸 と した 「超低額 ・一発回答」 に代表 される連合 ・JC

の 「春 闘相場」 を全産業 に波及 させる 「構造」 であ るが、政府 ・独占資本 はこれ と人勧体制 を連

動 させ、人事 院勧告 の直接 ・間接 の影響 をうける3,500万 人の労働者 ・国民 への低 賃金決定構造

と して機能 させている。

「人勧体制打破 ・労働基本権 回復」 の課題 は、官 と民 の要求 ・運動 の結節点 に位置 し、国民生

活の基盤 にも重要 な影響 をあたえる ものであ り、それは国民春 闘への発展 の原動力 で もある。
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くわえて今 日の 「規制緩和」、「行 政 リス トラ」 なとでの 「民閲活力の導入」 と民営化路線 は、

公務 と公共的業務 に従事 する労働者 の範囲 を拡大 するなど官民一体の条件 を拡大 させ ている。

ま さに 「人勧体制 打破 ・労働基本権 回復」を春 闘の中心課題 にすえた全国的共同(要 求 ・闘争 ・

交渉)は 、公務員労働者の春闘参加 の意義 と役割 を一層明確 に し、真 の国民春 闘への発展 をき り

ひ らくもの とな る。

4.政 治 ・行政の反動化 に対決 し、国民の権利擁護のバ ック

ボーンとして

臨調 「行革」は、「国際貢献型国家」体制づ くりとして新たな段階に入 り憲法と地方自治、国

民生活そのものへの攻撃 を展開 している。

小選挙区制の強行と一体 となった憲法第9条 への露骨な改憲策動とともに、社会保障制度への

「全面解体」攻撃、そして地方自治への大規模な反動的再編が進行 している。

こうした動きのなかで、第三次行革審答申は、「新公務員制度審議会(仮 称)」 の設置を求めて

いる。そのねらいと本質は、日米軍事同盟の強化と海外派兵体制 ・有事体制に照応 した 「国際貢

献国家」を保障する公務員づ くりである。

地方自治体でも 「規制緩和 ・分権」の名で住民自治の否定と 「自治体 リス トラ」攻撃による住

民生活の切 り捨てと自治体労働者の基本的人権の侵害、大企業奉仕の人事 ・行政体制が推進 され

ている。

こうした情勢は、人勧体制打破 ・労働基本権回復の課題を一般的スローガンに止めることなく、

具体的 ・実践的課題として運動化することの重要性を提起 している。

労働基本権の剥奪 ・制限は、行政の民主化に大きな障害となっている。人勧体制打破 ・労働基

本権回復は、公務員労働者の生活 ・権利の保障であるとともに、「全体の奉仕者」と しての職務

遂行、国政 ・地方政治の民主化など憲法擁護と国民の民主主義的権利の背骨となるものである。

5.全 労連 、公務大産別共闘の存在が、運動を可能 とする

連合 ・自治労 は、財 界 ・独 占資 本の 「春 闘解体」 に呼応 しつつ、「人勧体制打破 ・労働基 本権

回復」 の課題 を事実上 放棄 したにとどま らず、人勧体制 への 「関与 ・参加」 をうちだ して、実践

的 には 「埋 没路線」 にお ちい り、政策的 には人勧体制 の擁護 ・美化論 にたっている。

今 日、全労連 が結成 されて5年 を経過 し、94国 民春 闘にお ける年金 ス トライキでの積極的 イニ

シアチブの発揮 にみ られる ように、 また公務大産 別共 闘 と しての公務共 闘 ・公務労組連絡会の確

立 と前進 のなかで 「人勧体制打破 ・労働基本権 回復」 の課題 を積極的 に取 り上 げ、運動化す る組

織 的条件 が確立 されている。

こうした もとで、自治労連 の明確 な 「路線 と政 策」 の確立 は、すべての自治体労働者 の賃金 ・
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権利闘争での 「共 同」 を発展 させる保 障 をつ くるとともに、ナ ショナルセ ンター ・全労連 と公務

大産別共闘の たたか いを支え、発展 さす ことに大 きな役割 を果たす こと とな る。

1人 勧体制の もとでの賃金 ・権利闘争の概括的

経過 と教訓

人勧体制打破、労働基本権回復をめざす本格的闘争の構築の方向性や闘争路線の確立の前提と

して、46年 間にわたる人勧体制下の公務員労働者 ・自治体労働者の闘いの主要 な経過と到達点を

明らかにし、教訓を導き出すことが必要である。もちろんこの期間の大半は総評 ・自治労の下で

の闘いであ り階級的ナショナルセンターも産別組織 も未確立であり、その闘いは歴史的な制約を

まぬがれないし、細部の評価については検討 を要することも多くある。

しか し、人勧体制下の重圧のもとでたゆみなく闘い続け、公務員労働者の賃金闘争を作 りだし、

権利闘争においても数々の到達点を築いた闘いの歩みは全労連 ・自治労連と公務共闘の下での新

たな闘いの土台となるものである。

〔1〕労働基本権剥奪の背景 とね らい

公務員 労働者か らの ス トライキ権剥奪 を基礎 とする 「人事 院勧告体制」 の本 質 は、官公労働者

の労働基 本権 を否定 し奪 い去 る ことに よって、労働運動全体 を分断 し、賃金 ・権利 を抑圧す る支

配体制 である。

敗戦 直後 の1945年12月 に成立 した旧 「労組法」 は、公務員 を含 むすべ ての労働 者 に労働基本権

を保 障 し、47年5月 施行 の日本 国憲法 は 「団結権 、団体交渉権、団体行動権」 を普遍 的権利 と規

定 した。

1948年7月 のマ ッカーサ ー書簡 と政令201号 による官公労働者 のス トライキ権 剥奪 は、「冷戦」

の開始 に よるアメ リカの対 日占領政策 の変化 、すなわ ち日本 の反共防波堤化 、経済政策 では 「賃

金 三原則」 「経済九原則」 な ど低 賃金 政策への転換 をその歴史的背景 と してい た。

当時組織労働者 の4割 を官 公労が占め、1947年 の2.1ゼ ネス ト計画 の中核 となったように、

賃金闘争 において も平和 ・民主 主義 の闘いにおいて も中心 的役割 を果 た してい たことと考 え合 わ

せるな らば、 ス トライキ権剥奪 の政 治的理 由 は明白である。

この狙 い は、①官公労 の労働基本権剥奪 に より労働運動全体 を抑圧 する こと。② 法体系の分断

に より官 民分断 を固定化 する こと。③官 公労 の無権利化 に より行政民主化 や官 僚制打破運動 を抑

圧 す ること、そ して これ らをつ う じて全労働 者の賃金 ・権利 を抑圧 しようとす るもの であった。

この後 の朝鮮 戦争時 における レッ ドパ ー ジの強行 や 「産別会議」 への反共分裂 攻撃、再軍備 の強

行 など 「戦後第1の 反動攻勢」 は この ことを証 明 している。
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一方 「人事院」については、1948年 の国家公務員法改悪の中で労働基本権剥奪と同時に設置さ

れ、非現業国家公務員 に対する 「給与勧告」制度が発足 した。自治体労働者 ・地方公務員にたい

しては1951年2月 の地方公務員法施行で 「人事委員会勧告制度」が導入 され、都道府県 ・政令指

定都市に人事委員会が設置 された。

このような歴史的経過 を見れば、「人勧体制」を単なる人事院 ・人事委員会による 「給与勧告」

を中心とする狭い意味での 「制度」 としてとらえるべきでない。

「人勧体制」 とは、日本国憲法の民主的原則を躁躍 して強行 された官公労の労働基本権剥奪を

前提として成立 した支配体制であ り、人勧制度を中心として自治体や民間労働者全体に政府 ・独

占の低賃金政策や労働条件抑制政策が強制される 「体制」である。

また、歴史的には戦後占領下にアメリカの手によって作 られた 「冷戦構造」=日 米安保体制を

支える 「公務員制度」 ということもできる。最近、決定的転落を完了 した社会党 も含めて自民党

政治の枠内での 「連立 ・政界再編」 に明け暮れる諸政党が 「冷戦終結」 を声高に叫んでいるが、

公務員の労働基本権問題一つ取 ってみても戦後の 「冷戦体制」は強固に維持され続けている。

〔2〕人勧体制下の権利闘争と賃金闘争

～その歴史的到達点と問題点～

①公務員共闘の統一賃金 闘争の組織化 と権 利闘争の発展 、春闘参加

人事院勧告 は1948年12月 の第1回 勧告 を除 き49年 か ら53年 までは政府 に よって不実施 にされ た

り値切 られ続 けた。 さ らに54年 ～59年 は給 与引上 げ勧告 その ものが行われなかった。

一方公務員労働者 の闘いも人勧依存傾 向 を脱 す ることが できず、闘争力の欠如 という状況 であ

った。

1950年 代後半か ら春闘の開始 、三井三 池闘争、60年 安保闘争 など日本 の労働運動 は新 たな前進

をとげ、その中 で官公労労働者 の権利 闘争、賃金闘争 も前進 をは じめた。

1960年 に闘 われ た 「公務員共 闘統一賃 金闘争」 は人勧ぶ ら下が りの克服 や政府交渉 による賃金

決定 などを基本方針 にたたかわれ、60年 安保闘争の歴 史的 な高揚 ともあいまって12.4%の 賃上 げ

を実現 した。

その後の公務員 共闘の統 一闘争 は、毎年8月 に賃金 改定勧 告 を出 させ、60年 代後半 は実施時期

値切 りに反対 して66年 の10・21ス トライキをは じめ、毎年統 一ス トを闘い、1972年 には 「4月 実

施」 問題 に決着 をつ けた。

こう したたかい と公労協 を含む ス トへ の刑事弾圧 ・処分 に対する裁判 闘争 、ILO闘 争な どを

っ う じて、最高裁 で も1966年 の 「全逓 中郵 判決」、1969年 の 「都教組4・2判 決」 と して 「公務

員労働 者の争 議行 為 を一律 禁止 と解す るな ら違憲」 との判 決 をか ちとるにいたった。

また、ILO87号 条約批 准 に便乗 した国内法 改悪 に反対 す る闘いや、ILOド ライヤ ー委員 会
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の来 日(1964年)な ど を背景 に、政府 も労働基本権 問題 を 「検討」 せ ざる を得 な くな り、公務員

制度 審議 会の設置(第1次1965年1月 、第2次1968年11月 、第3次1971年12月)に よる論議 が お

こなわれ、官公労 の労働基 本権 問題 は国政上 の 「検討課題」 の一 つ となった。

さらに70年 代前半 は、統一戦線運 動の発展 の中で 「国民春 闘路線」 が提起 され、人事 院勧告4

月実施決着 とあいまって公務員労働 者の春闘参加 による 「官民一体」 の闘いが積極的 に追求 され

た。73年 ・74年 の 「国民春 闘」 で はインフ レの もとで、政 治革新 への高揚 や インフレ共 闘に見 ら

れる運動全体 の高揚 のなかで春 闘史上最高の約30%の 賃金 引上 げを実現 し、公務員共 闘 も政府 か

ら 「春闘相場並 の勧告 を期待 する」 という 「回答」 を引 きだ し(73年)、 イ ンフ レ手 当 ・暫定勧

告 の獲得(74年)な ど要求 闘争 の うえで新 たな到達 をつ くった。

それだけに、この時期 、人事 院勧告体制打破 ・労働基本権回復 に向 けた正 しい闘争路線の提起

があれば権利 回復闘争 において もさらな る前 進 を切 り開 くことが可能 であった。

② 自治体労働者の たたかい

自治体労働者 は、他の公務員労働者 と同 じようにス トライキ禁止 ・労働基本権の重大 な制約 が

加 え られ ているという共通の条件 を持 ちなが らも、賃金 はそれ ぞれの地方 自治体の しくみの なか

で決定 され るという事情が あ り、人勧体制 の もとで も一定 の可能性 を持 ってい た。

1960年 の公務員共闘統一賃金 闘争 を前後 して 自治体労働 者 は、大阪衛都連賃金闘争(59～61年)

に見 られ るように、賃金の労使対等決定原則 と、大幅引上 げと格差是正 を統 一 した賃金要求 によ

って大 きな成果 をあげた。

この 「本格的賃金闘争」の経験 は、 自治体労働者 の 「人勧依存」の傾 向 を克服す るうえで大 き

な貢献 を果 た し、 また人勧体制 の もとで も賃金 と賃 金闘争 にお ける科学 的な理論 と原則 をふ まえ

て、地方 自治の積極的側面 を活用 し、統一戦線運動 の高揚 の もとで たたかえば要求前進 を切 り開

くことが可能で あることを示 し、その後 の自治体労働運 動の発展 に大 きな財産 を残 した。

勿論 、当時の 自治体労働組合運動 の到達点 をも反映 して全国闘争 に至 らなか ったことや、政府

自治省の強権的 な統制 と介入 によってそれ以上 の前 進 は阻 まれ たなど歴史的 な制約 はあったもの

の貴重 な教訓 をつ くりだ した。

また、公務員共闘賃金 闘争 の もとで も自治体労働 者の先進的部分 は、国家公務員が人勧内容 で

の賃金獲得 にとどまったのに対 し、人勧内容 を自治体 レベ ルで上 回る成果 を追求 して闘 った。こ

の闘いは、65年 ～66年 以降 ス トライキ を打 て る力 をつ け、60年 代後半か ら70年 代 の政治革新 ・自

治体革新の高揚の なかで先進部分 では国公=人 勧水準 を上 回る賃金水準 を獲得 するにいたった。

③当時の たたかいの問題点

当時 の公務員共 闘の賃金 闘争 は、歴 史的に大 きな役割 をはた したが、 その一方 でいくつか の問

題点 も持 っていた。

その最大 の問題 は、権利 回復 闘争 にかか わることであ る。「人勧体制打破」や 「労働基本権回復」

という課題 を掲 げてはいた ものの、実践 的な問題 と して は闘いの中 に十分位置づ け られ ていたと
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は言い難 い。

「『政府 か らの直接 回答』 を求め ることに よ り人事 院勧告 制度 を骨抜 きに し、実 力行 使 でたた

か うことによ り公務員法 の争議行為禁止規定 を無力化 させるという方向 をとった」 と説 明 されて

い るように 「有額回答追求 ・ス ト決行」 の路線 である。

この路線 は、公務員労働者 が60年 代後半 にはス ト禁止 の重圧 を跳ね除 けて統一 ス トライキを打

ち抜 くまでの力量 を獲得 する うえ で一定 の役割 を果 た した。 しか しその一 方、既成事実 の積み上

げに よって 「人勧 体制打破」 が可 能 であるかの ような誤 りを持 っていた。

実 際の闘争展 開で は 「人勧 完全実 施」 をス トライキで迫 るということに重点 が おか れ、「人勧

体制打破」 をかか げなが らも、ス ト権 禁止法規撤廃 ・労働基 本権 回復 の本格的 な対政府全 国闘争

を組織 し得 なか った。

この弱点が 、70年 代初頭 の もっと も有 利 な局面 の下で も、「公務員 労働者の春 闘参 加」 とい う

それ自身は正 しい方向 を打 ち出 しなが らも、真 に 「官民一体」 を可能 とす る労働基本権 回復 闘争

の具体的 な政策 ・方針 を確立 できず、逆 に 「人事 院勧告体制空洞化」論 にもとつ く主観的 な 「春

闘決戦論」 に傾斜 してい った要因 である。

第2の 問題 は、賃金 闘争 での問題 であ る。 これ は権利 回復 闘争 における問題点 と深 く関 わって

いるが 、人事院勧告 に対 す るたたかいにそれは集中的 に現 れた。

公務員共 闘全体 と して1960年 の第1次 賃金 闘争か ら63年 までは人勧依存 を打破 す るたたか いが

模索 され 、60年 、62年 と勧 告 に上乗 せする形 で初任給 を引き上 げるなど人勧制 度の もとで一定の

成果 を上 げた。

しか し、方針討議 のなかで は人事院勧告 に対 するた たかい方 では意思統 一がで きず 「実施時期

の完全実施」 という点 での 「一致」 にとどまった。 これは、一面 では当時の政 府の実 施時期値切

りというなかで、公務員労働者 の怒 りを結集 し、統一 ス トを組織 し、10年 以上 の闘いで 「4月 実

施」 を実 現 させ たとい う歴史 的な役割 を果 た した。

しか し、人勧依 存の克服 とい う点 では課題 を残 し、人勧体制の評価の点で は新 たな混乱 を生 む

弱点 も持 って いた。

60年 以降民間の 「春闘相場」 が形成 されるよ うにな り、一定の実質賃金向上 を果 たす ようにな

ったことなどを背景 に、公労協 の 「民 聞準拠」(1964年 太 田総評議長 ・池 田首 相会談)が 合 意 さ

れたが、公 務員労 働者 も 「春 闘相場」 を人勧 に波及 させ る志向が強 まった。

第5次 賃金 闘争(64年)以 降は、人事院交渉 で要求 を前進 させ、その上で政府 に 「勧告完 全実

施」 を迫 る とい うたたか いにス タンスを置 くようになってきた。 これ は人事 院の官民比較方式 の

改善(企 業規模50人 か ら100人 へ、追 加較差上積 み)な どの前進面 もあ ったが、「代償機能発揮 要

求」 と も言 える ものであ り、ILO提 訴や ドラ イヤー委員会の訪 日などにと もな って政府側 か ら

主張 される ようにな って きた 「人事 院=労 働基本権制約の代償措 置」論 に対決 しえない不十 分な

点 も もってお り、その後 の賃金 闘争 ・権利闘争 に問題 を残す ことにな った。
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さらにつ け くわえれ ばこの時期の 「人勧完全実施」闘争 は、一 面で は一定の実質賃金 向上 を果

た した春 闘相場 を公務員に も波及 させるという 「積 極性」 はあ ったものの 、勧告後 の政府 ・国会

への 闘いを十 分発展 させ られず、職務職階給強化な ど賃金 体系改悪 を許 したとい う事実 も指摘 し

ておかねばな らない。

④ 自治労指導 部の問題点 と 「70年代賃金闘争路線」 の誤 り

自治体労働 者の たたかいでの問題 は、自治労指導部が、人勧体 制下の 自治体労働者 の賃金 闘争

につ いての正確 な分析 かで きず正 しい方針 を持 たなか ったことで ある。人勧 「実施時期」重点 の

中央 闘争 とと もに、 自治体 闘争 では 「人勧上乗せ」 にとどま り産別の存在意義 を不 明確 に し、自

治体労働者 の産別統一 闘争は本格化 しなかったと言 える。

決定的 な誤 りは 「70年代賃金 闘争路線」 である。人勧完 全実施 が現実の もの になる1971年 に自

治労 が提起 した 「闘争路線」 は、(1)公務員労働者の賃金 闘争の最重 点 を春闘 に移行 する。(2)自治

体確定 闘争 を勧告 前 ・春 闘時点 に配置 し、労使交渉 による賃金決定実現 をめ ざす。(3)ス トライキ

体制 の強化 と反 合闘争の結合 といっ た内容で、実践的 には 「5月 確定 ・6月 条例 化」(自 治労74

春闘方針)で あ った。

これは、人勧体制 が 「完全実施 によって空洞化 した」 ととらえ、厳 然 と して存在す る人勧体制

を主観 的に無視 し、それを打破 する ことな しに 「自治体労使 交渉」 による自治体賃金決定が可能

とする方針 で あると ともに、「春 闘決戦論」 「自治体主敵論」 であ り、戦 術的 には 「ス ト万能論」

であった。

こ う した 自治労 方針に もとつ く福 岡、広 島でのたたかい は、地方財政危機の もとでの政府 ・自

治省 の強 力な 自治体賃金抑制攻 撃の もとで破綻 するにいたった。

〔3〕反動攻勢 と管理春闘、人勧体制強化 と総評 ・自治労の

転落

① 反動攻勢 と 「管理春闘」の形成 、ス ト権 否認の攻撃

70年 代後半 か らの経済危機 のもとで、財界 ・独 占資本 は 「賃金行方検討委員会」 を設置 し、賃

金抑 制 のため 「15%ガ イ ドライン」 をうちだ し、75春 闘が13%台 に抑 え込 まれて以降、76年 か ら

JCの 「一発 回答」 を軸 に した 「管理春闘」 が支配 的となった。

労 働運動の右翼的潮流の台頭が本格化 し、賃金 自粛要求路線 に もとつ く 「労 働4団 体共 闘」 が

「管理春闘」 の重要 な一翼 を担 った。政治戦線 における反動攻勢 の中で、革新 自治体破 壊の攻撃

が強 ま り、地方財政危機の もとで自治体労働者 に対 する攻撃 も激化 した。

75年 ～82年 まで人勧 は、公労委仲裁 ・裁 定 をも下 回る状況が続 き、地 方人事委員会勧告 は、「率」

人勧 を下回 る ことが常態 となった。

地 方財政危機 を背景 とす る政府 ・自治省 による 「国公平準化」攻撃 は、議会に よる労使合意内
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容 の否 決修正 や 「住 民団体」 による監査請求 をも 「意識 的に」組織 し熾烈 をきわめ、低額 な人勧

す ら値切 り、初任給切 り下 げ1号 ダウ ン、 ワタ リ改悪 など国公 を上 回 る自治体賃金 に対 しては徹

底 した切 り下 げ攻撃 が仕掛 けられた。

一方 、1975年 に は、官公労働運 動の労働基本権奪還 闘争 で史上最大 のたたかいとなった 「公労

協 ス ト権奪還 ス ト」 が国労 を中心 に たたかわれ た。

その規模 や結集 され たエネルギーの大 きさにもかか わ らず、当時 の自民党政府の 「体制維持」

の頑強 な壁 をやぶ ることがで きず挫折 する にい たった。

総括論議 の中では、闘争 が統一戦線 の立場 をと らず 「立法 闘争」 との結合が不 十分であ った こ

と、そ して 「戦術」 における 「突 出」路線 な どが問題点 と して指摘 され ている。

同時 に官公労 のス トライキ権 闘争に対 す る積 極的な指導性 を発揮 できなか った当時の総評のナ

シ ョナルセ ンターと しての責任 を追及 しな ければ ならない。

それは、労働基本権 回復 闘争 を官公労 問題 に楼小化 し、民間労働者 を含 めた全労働者 ・国民 の

民主主義擁護 の課題 と し、 さらに広範 な国民 と連帯 した法 ・制度改正 をめざす政府 ・国会 にむけ

た全 国闘争 に発展 させる こと を事実上放棄 した ことで ある。

こう した状況 の もとで当時の 自民党政府 は、ス トライキ権 をめ ぐる法廷闘争 に対 して も、最 高

裁判事 の入 れ替 え人事 を行 い、1973年4月 に全 農林警 職法事件判決 で 「公務員 の争議行 為の全面

一律禁止 は合憲」 とい う逆転 ・反動判決 を行 い、 さらに1977年5月 には全逓名古屋 中郵判 決では

公労法 の争議行為禁止規定 につ いて も全面 的に 「合憲」 であるとの判決 をお こなっ た。

②臨調 「行革」攻撃 と人事院勧告凍結 ・賃金 抑制攻 撃 、自治体労働者への攻撃

80年 代 に臨調 「行革」攻撃 の開始 とと もに強 行 され た82年 の人事院勧告凍結 は、JC・ 全民労

協主導 の 「管理春 闘」 と連 動 して 「長期安定低 賃金」 の構造 を作 り上 げるうえで大 きな役割 を果

た した。

80年 代後半以 降は、一応 人勧 は 「完全実施」 され るようになったが 、国鉄分割民 営化(86年)

に よる公労協 の解体 、「連合」発足(89年)の 中 で 「管理春 闘」 が体制的 にも確 立 し、春 闘相場

自体 が超低額 な ものに抑制 され続 けている。

ま さに80年 代 は人勧 凍結 ・抑制 を大 きな契機 と しなが ら臨調 「行革」 と労働戦線右翼 再編 の も

とで、財 界 ・独 占資 本 とこれに屈服 ・追 随 した 「連合」 による 「管理春 闘」の確立が相互 に規 定

しあって賃金抑制 の仕組 みをつ くりあ げて きたといえる。

この時期 の自治体労働者 に対 する攻撃 は、臨調 「行革」 と一体 となった強権的 な国家統制 を特

徴 と している。82年以降 の政府 ・自治省 に よる賃金 切 り下 げ攻撃 と しての 「153団体個別指導」は、

9年 間 にわたって、起債制 限など財政制裁 をもともなって 自治体労働組合 の 「先進部分」 を集中

攻撃 し、 自治体賃金全体 を国基準 以下 に切 り下 げる結果 とな った。

③総評 ・自治労 の転落 と 「連合」発足 に よる屈服路線 の完成

70年 代後半か ら80年 代の この時期、総評 が1979年 の 「社 公政権合意」 を支持 し、「安保 ・自衛
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隊容認」 の体制 化路線 を歩み、82年 の 「全民労協」 発足 以後、民間先行 に よる 「全 的統一」 に対

し部分的な動揺 はあったものの総評解体 ・連合 への吸収 合併(1989年)へ といた った。 こうした

もとで 自治労 が決定的 な右転落の道 を歩 み、公務員共 闘 も変質過程 に入 ったの もこの時期 であっ

た。

82年 人勧凍結以降の賃金 攻撃 に対す る自治労 の対応 は、賃金 ・権利 闘争 にお ける右転落 をあ ら

わすもの であった。82年 の人勧 凍結 に対 し、自治労 が有効 に闘えなかったのは、その基本路線 の

帰結 であった。臨調行革 に正面か ら反対 しえないとい う誤 りに加 えて、それまで 「完全実施」 を

もって 「人勧体制空洞化」 と主観 的 に評価 してきた ことの裏返 しと して今度 は一転 「人勧制度 は

動揺 している」 と して 「人勧完全 実施」 要求 ・人勧依存 に傾斜 していった。

さらに、特定政党 支持=社 会党 一党支持路線か ら政府交渉 よ りも社会党議員団 による 「院内闘

争での修正」に期待をか け、その後 は 「参議院選挙闘争」にす り替え るという犯罪的な誤 りをお

か した。 また、 自治体賃金闘争 を産別闘争 として指導で きない 自治労 は 「中央突破な く して地方

確定な し」 として、 自治体闘争を放 棄す るにいた った。

そ して、83年 以 降、自治労 は 「国なみ」 を闘争 目標 にす ることによって国公平準化攻 撃 との た

たかい を放棄 し、82年 か らの自治省 の強権 的 「個 別指導」攻 撃 とたたか う先進部 分 を切 り捨 て、

自治体 賃金全体 の急激 な下降 を許 す ことになった。

一方 、労働運動 における階級的潮流 と してのm労 組懇の運動 と組織 的前進 は、今 日の全労連

の闘い、連合 と独 占資本 による 「管理春 闘打破」 ・国民 春闘再構築 の運動 の土台 となった。

自治体労働運動 においても民主的 自治体労働者論 の立場 にたつ運 動をは じめ、臨調行革反対 の

たたかい、82年 人勧凍結撤回の たたかい、自治 省 「個 別指導」 反対 のたたかいなどを全 国の階級

的潮流 は大 き く発展 させ様 々な教訓 を作 り出 した。

とりわ け人勧凍結撤回の闘 いでは、長崎県香焼 町にお ける 「凍結解 除」 や、議会 の介入 で挫折

させ られ たとはいえ大 阪衛都 連の 「凍結解 除労使合意」、東京都の一年遅 れの 「実 施」 な ど自治

労 が有効 な闘いを組織 し得 ないなか で国 の統制 を 「自力」 で突破 し貴重 な成果 を作 り上 げた点 で

特筆 すべ きものがある。

④公務 員共 闘の変質 と人勧制度埋没路線

公務員共 闘は、84年 まで は様 々な弱点 は持 ちなが らも人勧凍結 に対 して統一 ス トライキを配置

し、国公労連 の提起 による臨調行革反対 の国民運動 を取 り組 むとともに、労働基本権回復闘争 に

ついても 「公務員労働 法 に関す る立法構想」(83年)の 発表 などの努力 を続 けていた。

しか し、本格化す る労働戦線右翼 再編 と連続人勧値切 り、政府の 「違法 ス トをす る団体 とは交

渉 しない」 という姿勢に屈服 し、85年 以降 は、春闘 で要求 を掲 げはす るが人事院か らは 「官民比

較 による勧告」 を、政府 か らは 「人勧尊 重」 の回答 を引 き出 す ことをもってス トライキ を倒 し続

け、人勧 制度 に依存 する運動 へと変 質 してい った。

85年 に公務員共 闘が提起 した 「交渉権確立」運 動 は、 こう した変質の闘争路線 にお ける具体 化
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であ った。労働基 本権の中心的課題 であ るス トライキ権回復 を後景 に追 いや り、「ILO151号 条

約批 准」 と 「代償 機能」 要求 である 「交渉権 確立」 を当面の 目標 にするという路線変更 であ り、

これ は今 日の交 渉権す ら放棄 し、 「現行制 度への参加 ・関与」 という連合 ・公務員共 闘の人勧制

度の容認 ・参 加協 力路線 に通ず る源流 といえる ものであ る。

⑤全労連 ・自治 労連 、公務共闘の結成

89年 、総 評が解体 し、官公労 を含 めて 「連 合」 に吸収合併 されてい くなかで、 たたか う路 線 を

堅持 す る潮 流は、階級 的ナ シ ョナ ルセ ンター ・全労連 と産別組織 ・自治労連 を結成 し、新 たな闘

いを開始 した。また、公務 大差 別共闘組織 と しての公務共 闘も結成 され た。

この ことは、「管理春 闘」 の打破 ・国民春 闘再構築 の たたか いの母体 の誕生 を意 味 し、戦後 日

本の労働運動 にとって体制 的重 圧 となってきた人勧体制打破 ・労働基本権 回復 の本格 的闘いの構

築の組織的保障 を公務員労働者 が手 に したことを意味 している。

〔4〕 たたかいの歴史的教訓

人勧体制のもとでの賃金 ・権利闘争は、多 くの教訓を示 しているが、たたかいを本格的構築す

るにあった少なくとも次の諸点は確認 しておくことが重要である。

第1は 、人勧体制が労働基本権剥奪 を中心とする賃金 ・権利抑圧の 「体制」であることの本質

規定を明確 にすることと、「代償措置」論を克服 した正確な闘争路線が確立されてこそ、賃金闘

争も権利闘争も正 しく結合できることである。

第2は 、ナショナルセ ンターの中心的課題 に労働基本権回復 ・人勧体制打破を位置づけること

の重要性である。

労働基本権回復闘争が、日本の民主主義と国民の民主的権利の背骨であることにあらためて明

確に し、官公労働組合だけの課題として綾小化せず、労働基本権問題を日本労働運動の再生にと

って不可欠な共通課題へと押上げていく取組みを、公務員労働者の主体的な闘いと日常的な 「官

民一体」の闘争の追及で具体化 しなければならない。

第3に 、従来の運動の決定的な弱点であった統一戦線運動との結合を本格的に追求することで

ある。人勧体制打破 ・労働基本権回復を民主主義擁護の課題と結合 し、憲法擁護 ・政治革新の統

一戦線の中心的課題の一つとして位置づけた壮大な運動の構築をはかることである。

そのためにも、憲法と地方自治擁護 ・発展の運動 との結合に不可欠な民主的自治体労働者論の

立場にたった日常的な運動 との積極的な統一 を追求 しなければならない。
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